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経営の機能強化への取り組みに関するお知らせ 
 

当社は，平成 20年 4月 30日開催の取締役会において，下記のとおり経営の機能強化への 

取り組みを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

１．経営の機能強化への取り組み 

選択され続ける企業として，さらなる発展を期するため，経営機能の強化策として執行役員

制を導入し，特定の業務の執行責任者として執行役員を配置いたします。 

執行役員は，取締役会から委嘱された担当分野の具体的な業務に専念し，業務執行の一層の

迅速化・効率化に努めます。 

一方，取締役は，経営の意思決定と内部統制へ職務の重点を移し，経営判断の迅速化および

業務執行の監督機能の強化を図ります。 
  なお，これに併せて，現行の定款に定める取締役の員数を，「１８名以内」から「１３名   

以内」に変更いたします。 

 

２．実施時期 

本年6月開催予定の定時株主総会，およびその後の取締役会を経て実施する予定であります。 
 
 

以 上 
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